
めざす成果４‐１‐１　ごみの減量化、資源化が進んでいる 資料２－２
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生活系ごみ(生活系ごみ収集量+集団回収量)*10^6/総人口/365

183．１人１日当たりの生活系ごみ排出量(他市等比較）※環境省：廃棄物処理実態調査より 
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最終 
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最終 
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182．年間ごみ排出量（家庭系） ＊一部成果を計る指標 

・１人１日当たりの生活系ごみ排出量＝生活系ごみ(生活系ごみ収集量+集団回収量)*10^6/総人口/365 

・家庭系…家庭から出される、燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ。 

・生活系…家庭系と同義 

・人口は、環境省データは、10/1住基人口、市データは10/1国勢調査確定値を採用。 

 

中間目標値 

（H23） 
161.1 

 
 

1ページ



リサイクル率
中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

・総資源化量　÷　総排出量　×100

　総資源化量　＝　不燃物リサイクル量＋処理困難物資源化量＋焼却灰資源化量（ｴｺｾﾒﾝﾄ化等）＋資源回収量の内のﾘｻｲｸﾙ量
　総排出量　＝　ごみ総量＋資源回収量

・リサイクル率＝総資源化量　÷　総排出量　×100

　総資源化量　＝　不燃物リサイクル量＋処理困難物資源化量＋焼却灰資源化量（ｴｺｾﾒﾝﾄ化等）＋資源回収量の内のﾘｻｲｸﾙ量

　総排出量　＝　ごみ総量＋資源回収量

184．年間ごみ排出量（事業系） ＊成果を計る指標 
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185．リサイクル率 ＊成果を計る指標 
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リサイクル率
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186．リサイクル率（他市等比較）※環境省：廃棄物処理実態調査より 

187． 資源回収量  
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・リサイクル率 Ｒ＝(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)*100 

・環境省データと市データの資源化量の差は、焼却灰の資源化量。環境省では、市から排出した量から、実際に資源化

した数字を採用している。水分やゴミなどの量が差し引かれている。 

・資源回収量…基本的にリサイクルステーションで回収している資源物の量。 

・資源…紙類、布類、ビン、缶、その他プラなど 
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焼却灰量（ｔ）
焼却灰の資源化量（ｔ）
資源化率（%）

熱エネルギー発電量（千ｋｗｈ）

　

189．ごみ焼却による発電電力 
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188． 焼却灰の資源化量 
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・焼却灰の資源化量…焼却灰をセメント等の材料等資源として資源化した量のこと。 

・ごみ焼却＝燃やせるごみ＋燃やせないごみのうち破砕したのちにでるプラなど＋その他プラの一部 

・発電の用途＝環境管理センター、引地台公園、引地大野球場及び温水プールで使用（消費電力量の約95％を賄って

いる）、売電（発電電力のうち約33％） 
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

190．予算額の推移（めざす成果４-１-１に係る事業費のみ） 

191．関係する個別計画 

一般財源 
1,186,176 

一般財源 
1,160,327 

一般財源 
1,226,743 

その他 

1,117,633 
その他 

1,037,759 

その他 
998,000 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 2,303,809 予算額 2,198,086 予算額 2,224,743 

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 

   

新たな 

取り組み等 

・指定ごみ袋の価格を引
き下げ（40 リットル：80
円→64円） 

・指定ごみ袋サイズ追加
（30 リットル） 

 ・「大和市廃棄物の減量
化、資源化、適正処理
等に関する条例」に罰
則規定を追加（施行は
H24.4.1から） 

 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市地球温暖化対策実行計画 H23.6 2008 2030
大和市の区域及び事務事業での温室効果ガス削減に
対する中長期目標の設定、及びその施策展開を示
し、低炭素都市の形成を推進する。

地球温暖化対策の推進に関す
る法律

義務

大和市生活排水処理基本計画 H20.10 H20 H29
生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から、生
活排水処理率の目標を定めるなど、将来の方向性を
示すもの。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律等

義務

大和市ごみ処理基本計画 H21.8 H21 H30
ごみ処理に関する基本的な事項について定めるもの
で、今後の廃棄物行政における長期的かつ総合的な
指針となるもの。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律等

義務

神奈川県　大和・高座地域循環型社
会形成推進地域計画 H22.12 H23 H27

国の循環型社会形成推進交付金を活用して一般廃棄
物処理施設の整備を進めるに当たり必要な計画であ
り、循環型社会を形成していく上で必要な将来目
標、施設整備、方策等を記載し、国へ提出するも
の。

循環型社会形成推進交付金交
付要綱等

義務

大和高座ブロックごみ処理広域化実
施計画 H20.3 H20 H29

循環型社会への転換を目指し、従来の市町村の枠組
みを超え、より効率的かつ安全・安定的なごみの処
理を確立する。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律等

義務

大和市
　緑の基本計画 H22.4 H22 H30

都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推進に
関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市分別収集計画（第６期） H22.7 H23 H27
容器包装廃棄物の３Ｒを推進し、市民・事業者・行
政が一体となって循環型社会を形成する。

容器包装に係る分別収集及び
再商品化の推進等に関する法
律

義務

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環境保
全等のための個別の施策を総合的かつ計画的に推進
する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基本
条例

義務
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めざす成果４‐１‐２　河川の水質が向上している

境川の生物化学的酸素要求量

境川の中間目標値
引地川の中間目標値
最終目標値（H25)境川
最終目標値（H25)引地川
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192．境川、引地川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）＊成果を計る指標 

・生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）…河川の水の中や海水の中の汚染物質（有機物）が微生物によって無機化あるいはガス化さ

れるときに必要とされる酸素量のことで、単位は一般的にmg/ℓで表す。この数値が大きくなれば、その河川などの水中には汚

染物（有機物）が多く、水質が汚濁していることを意味する。 

・値は、それぞれ４か所から月１回採取したサンプルの測定値の平均 
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水洗化率
中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

193．水洗化率 ＊成果を計る指標 
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・水洗化率＝水洗化人口（処理区域内のうち下水道を利用できる人）÷処理区域内人口×１００ 

※大和市の処理区域内は、市街化区域（2,007ha）です。 
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

194．予算額の推移（めざす成果４-１-２に係る事業費のみ） 

195．関係する個別計画 

一般財源 
3,199,232 

一般財源 
2,529,986 

一般財源 

2,339,152 

その他 
6,463 

その他 

6,337 その他 
5,525 

県支出金 
334 

県支出金 
248 

県支出金 
248 

国庫支出金 

1,161 

国庫支出金 

829 国庫支出金 

829 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市公共下水道全体計画 H24.3 H24 H42
公共用水域の水質保全と浸水被害の防除等を目的
とし、大和市公共下水道事業認可計画を作成する
にあたり、概ね20年の下水道整備の基本方針を定め
る。

下水道法 義務

下水道中期ビジョン H24.3 H24 H30
新たな全体計画に基づき、概ね１０年間で重点的に
取組む内容を示す。但し、今回は、総合計画を踏
まえ平成30年とする

国土交通省所管公共事業の再
評価実施要領

義務

社会資本総合整備計画（下水道） H22.7 H23 H25
「水の安全・安心基盤確保」に関する3～5年の整備
計画を作成する。

社会資本整備総合交付金制度 任意

大和市生活排水処理基本計画 H20.10 H20 H29
生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から、生
活排水処理率の目標を定めるなど、将来の方向性
を示すもの。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律等

義務

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環境保
全等のための個別の施策を総合的かつ計画的に推進
する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基本
条例

義務

＊一般会計のみ 

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 3,207,190 予算額 2,537,400 予算額 2,345,754 

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 

   

新たな 
取り組み等 

 （下水道事業特別会計の
起債償還が一部完了し
たことによる繰出金の
減） 
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めざす成果４‐１‐３　生活を脅かす環境要因が改善されている
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196．環境基準項目不適合率 ＊成果を計る指標 

環境基準項目とは  

・環境基準は環境基本法において、「大気の汚染、水質の汚濁、地下水、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条

件についてそれぞれ人の健康を保護し、生活環境を保護する上で維持されることが望ましい基準」と定義されてい

ます。 環境基準項目は、市民の健康、生活環境を損なうおそれがある物質に対し、汚染レベルを具体的に示し、

地方公共団体等が環境基準を達成するため、総合的、計画的に実施する共通の努力目標とするものです。 

＊環境基準項目のうち、神奈川県が測定している大気中の浮遊粒子状物質がH22は基準を満足していましたが、

H21とH23は基準を満足していなかったため、H22のみ不適合率が結果として低下しました。 
 

・環境項目不適合率＝環境基準超過項目数÷当該年度測定環境基準項目数×１００ 
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公害苦情件数
中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

（内訳）　＊行が不足しましたら追加してください

騒音
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公害苦情件数(内訳）
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197．公害苦情件数 ＊成果を計る指標 
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

198．予算額の推移（めざす成果４-１-３に係る事業費のみ） 

199．関係する個別計画 

一般財源 
26,261 

一般財源 
25,875 

一般財源 
24,769 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市地球温暖化対策実行計画 H23.6 2008 2030
大和市の区域及び事務事業での温室効果ガス削
減に対する中長期目標の設定、及びその施策展
開を示し、低炭素都市の形成を推進する。

地球温暖化対策の推進に関
する法律

義務

大和市生活排水処理基本計画 H20.10 H20 H29
生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点か
ら、生活排水処理率の目標を定めるなど、将来
の方向性を示すもの。

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等

義務

大和市ごみ処理基本計画 H21.8 H21 H30
ごみ処理に関する基本的な事項について定める
もので、今後の廃棄物行政における長期的かつ
総合的な指針となるもの。

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等

義務

神奈川県　大和・高座地域循環型
社会形成推進地域計画 H22.12 H23 H27

国の循環型社会形成推進交付金を活用して一般
廃棄物処理施設の整備を進めるに当たり必要な
計画であり、循環型社会を形成していく上で必
要な将来目標、施設整備、方策等を記載し、国
へ提出するもの。

循環型社会形成推進交付金
交付要綱等

義務

大和高座ブロックごみ処理広域化
実施計画 H20.3 H20 H29

循環型社会への転換を目指し、従来の市町村の
枠組みを超え、より効率的かつ安全・安定的な
ごみの処理を確立する。

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等

義務

大和市
　緑の基本計画 H22.4 H22 H30

都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推
進に関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市分別収集計画（第６期） H22.7 H23 H27
容器包装廃棄物の３Ｒを推進し、市民・事業
者・行政が一体となって循環型社会を形成す
る。

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の推進等に関す
る法律

義務

平成２３年度　大和市一般廃棄物
処理実施計画（生活排水処理実施
計画）

H23.6 H23.4 H24.3
公共下水道の未整備地域における非水洗化世
帯、単独浄化槽設置世帯に対する生活排水の適
正な処理を推進する。

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律
大和市廃棄物の減量化、適
正処理に関する条例

義務

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環
境保全等のための個別の施策を総合的かつ計画
的に推進する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基
本条例

義務

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 26,261 予算額 25,875 予算額 24,769 

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 
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めざす成果４‐１‐４　環境に配慮して行動している

中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

45.9 
49.3 

0

20

40

60

80

100

Ｈ２０ 

（計画策定時） 

Ｈ２３ 

(%) 
中間 

目標値 

（H23） 
57.0 

最終 

目標値 

（H25） 
67.0 

 

110.2 

106.3 

105.1 

108.2 

90

100

110

120

Ｈ１９ 

(計画策定時) 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

(%) 

中間 

目標値 

（H23） 
97.0 

最終 

目標値 

（H25） 
91.0 

 

200．あなたのまわりでは、環境に配慮している人が多いと思う ＊成果を計る指標 

201．1990年度と比較した二酸化炭素排出量の増減  ＊成果を計る指標 
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1人あたりのCO2排出量の推移

市域のCO2総排出量
1人あたりのCO2排出量の推移

補助件数（件）
補助総額（円）

202．1人あたりのCO2排出量の推移 

203．住宅用太陽光発電システム設置費補助実績 

6,393,000 

11,268,000 

20,954,000 

29 

92 

220 

0

100

200

300

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

補助総額（円） 

補助件数（件） 

(円) (件) 

791,451 

871,861 
841,265 832,016 856,971 

4.06  3.91  
3.75  3.69  3.76  

0.00

2.00

4.00

6.00

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1990 2007 2008 2009 2010 （年） 

市域のCO2総排出量 1人あたりのCO2排出量の推移 (t-CO2) (t-CO2／人) 

・住宅用太陽光発電システム設置補助・・・太陽光を直接電気に変える「太陽光システム」を設置する方へ、 

 １KW当たり30,000円、 上限104,000円を補助。 

・市内における、電力、都市ガス、プロパンガス、水道、下水道、ガソリンの使用及びごみの焼却に伴う二酸化炭素発生量から

係数をかけて算出。 
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

204．予算額の推移（めざす成果４-１-４に係る事業費のみ） 

205．関係する個別計画 

一般財源 
12,587 

一般財源 

29,517 
一般財源 

24,403 

その他 
346 

その他 
127 

県支出金 

3,000 

県支出金 
30,000 

県支出金 
35,200 

国庫支出金 
4,100 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市地球温暖化対策実行計画 H23.6 2008 2030
大和市の区域及び事務事業での温室効果ガス削
減に対する中長期目標の設定、及びその施策展
開を示し、低炭素都市の形成を推進する。

地球温暖化対策の推進に関
する法律

義務

大和市
　緑の基本計画 H22.4 H22 H30

都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推
進に関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環
境保全等のための個別の施策を総合的かつ計画
的に推進する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基
本条例

義務

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 19,687 予算額 59,863 予算額 59,730  

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 

   

新たな 

取り組み等 

・住宅用太陽光発電シス
テム設置費の補助を開
始 

・電力会社に対する余剰
電力売電者への補助開
始 

・電気自動車を公用車と
して 1台購入 

・市駐車場に、急速充電
器を設置 

・電気を動力とする車両
の、軽自動車税と市所
管の三つの駐車場の駐
車料金の減免を開始 

 

・自然観察センター等の
公共施設に、県の地域
グリーンニューディール
基金を活用し、太陽光
発電システムなどの省
エネ施設改修工事を実
施（平成 23年度まで） 

・東日本大震災の影響を
受け、住宅用太陽光発
電システム設置費の補
助件数を、当初予定し
ていた 138 基から 200
基に拡大 
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めざす成果４‐１‐５　ごみのない清潔なまちが維持されている

206．大和市クリーンキャンペーン参加者数 ＊成果を計る指標 

207．不法投棄物回収量 

4,100 
4,531 

5,571 

4,713 

中間 

目標値 

（Ｈ２３） 
4,500 

最終 

目標値 

（Ｈ２５） 
4,700 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Ｈ１９ 

(計画策定時) 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(人) 

15,385 15,110 15,332 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(kg) 

・ 
・大和市クリーンキャンペーン・・・5月の清掃の日、6月の不法投棄監視ウィーク、11月の大和市美化推進月間 

 （事業所周辺クリーン活動、緑と水辺のクリーン活動、道路クリーン活動、駅前クリーン活動、ウォーキング 

 コース・クリーン活動）、毎月の例月まち並み清掃などを実施。上記参加者数は、このうち美化推進月間の 

 参加者数。 

・不法投棄…廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄すること。 

・パトロールや電話による通報により、職員が直接不法投棄現場に行き、回収する。 

・不法投棄物回収量は、職員が直接回収した量を環境管理センターで計量している。 

 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市地球温暖化対策実行計画 H23.6 2008 2030
大和市の区域及び事務事業での温室効果ガス削
減に対する中長期目標の設定、及びその施策展
開を示し、低炭素都市の形成を推進する。

地球温暖化対策の推進に関
する法律

義務

大和市
　緑の基本計画 H22.4 H22 H30

都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推
進に関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環
境保全等のための個別の施策を総合的かつ計画
的に推進する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基
本条例

義務
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

208．予算額の推移（めざす成果４-１-５に係る事業費のみ） 

209．関係する個別計画 

一般財源 
28,848 一般財源 

25,000 
一般財源 

24,848 

県支出金 
12,196 

県支出金 
12,339 

 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市ごみ処理基本計画 H21.8 H21 H30
ごみ処理に関する基本的な事項について定める
もので、今後の廃棄物行政における長期的かつ
総合的な指針となるもの。

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等

義務

大和市
　緑の基本計画 H22.4 H22 H30

都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推
進に関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市分別収集計画（第６期） H22.7 H23 H27
容器包装廃棄物の３Ｒを推進し、市民・事業
者・行政が一体となって循環型社会を形成す
る。

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の推進等に関す
る法律

義務

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環
境保全等のための個別の施策を総合的かつ計画
的に推進する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基
本条例

義務

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 28,848 予算額 37,196 予算額 37,187 

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 

   

新たな 

取り組み等 

・「大和市路上喫煙の防
止に関する条例」に基
づき、路上喫煙重点禁
止区域での罰則適用を
開始 

・ごみの散乱のない、清
潔で快適な生活環境を
保つことを目的に、ポイ
捨てや犬のふんの放置
を禁止する条例を 10 月
1日から施行 

・平成 22 年度から、路上
喫煙防止対策事業に、
緊急雇用創出事業補助
金（県費）を充当 
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めざす成果４‐２‐１緑地が保全され、まちの中の緑化が進んでいる

保全を図っている緑地面積
中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

92.9 

89.8 
89.7 

90.0 

85

90

95

Ｈ１９ 

(計画策定時) 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(ha) 
中間 

目標値 

（H23） 
92.9 

最終 

目標値 

（H25） 
92.9 

 

63.9 
68.0 
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100

Ｈ２０ 

（計画策定時） 

Ｈ２３ 

(%) 

中間 

目標値 

（H23） 
64.4 

最終 

目標値 

（H25） 
64.8 

 

210．大和市には緑や公園が多いと思う市民の割合 ＊成果を計る指標 

211．保全を図っている緑地面積 ＊成果を計る指標 

・保全を図っている緑地面積…大和市と賃貸借契約などで保全を図っている緑地面積＋行政で保有している面積 
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市街化調整区域内(ha)
市街化区域内(ha)

中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

213．民有地に設置された生垣延長（累計） ＊成果を計る指標 

394 
445 

531 

570 

0

200

400

600

800

Ｈ１９ 

(計画策定時) 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(m) 

中間 

目標値 

（H23） 
500 

最終 

目標値 

（H25） 
570 

 

 

212．緑地面積の推移（市民一人あたりの緑地面積） 

121.6 121.7 120.2 

77.9 77.4 77.4 

8.8 8.7 8.6 

0

5

10

0

100

200

300

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

市街化区域内(ha) 市街化調整区域内(ha) 
市民一人あたりの緑地面積（㎡） 

(ha) 

197.6 

(㎡) 

・ 
・緑地面積…固定資産税統計表による山林、原野、緑地、公園の合計 

199.5 199.1 

・生垣設置助成制度を活用して設置された生垣延長の累計 

・３メートル以上の生垣をつくる費用を助成。1メートル当たり5,000円、限度額10万円 
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 191,892 予算額 154,600 予算額 150,091 

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 

   

新たな 

取り組み等 

・「つるま自然の森」につ
いて、地権者の協力を
得て、関係機関との調
整業務や、用地確保に
向けて測量作業を実施 

・グリーンアップセンター
の老朽化した空調設備
を改修 

 

・「人生の記念植樹」植樹
祭の実施 

・平成 7 年選定「大和市
シンボルツリー100 選」
の現存する 69 本から、
市民の人気投票により
「名誉の木」9本が決定 

 

214．予算額の推移（めざす成果４-２-１に係る事業費のみ） 

215．関係する個別計画 

一般財源 
165,662 一般財源 

133,570 
一般財源 
131,784 

その他 
21,823 

その他 
21,023 

その他 
18,300 

県支出金 
4,407 

県支出金 
7 

県支出金 
7 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市地球温暖化対策実行計画 H23.6 2008 2030
大和市の区域及び事務事業での温室効果ガス削
減に対する中長期目標の設定、及びその施策展
開を示し、低炭素都市の形成を推進する。

地球温暖化対策の推進に関
する法律

義務

大和市緑の基本計画 H22.4 H22 H30
都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推
進に関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環
境保全等のための個別の施策を総合的かつ計画
的に推進する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基
本条例

義務
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めざす成果４‐２‐２　身近な農地が大切にされている

市街化調整区域内
市街化区域内
市域に占める割合
計

農地面積（総量＝市街化区域内＋市街化調整区域内）
H21：232.2ha＝101.6ha＋130.6ha
H22：226.9ha＝97.0ha＋129.9ha
H23：220.8ha＝95.4ha＋125.4ha
市域に占める割合
H21：8.6％、H22：8.4％、H23：8.2％

農地面積の推移（各年８月１日現在）

Ｈ２１
232.2

2.8 

3.7 
3.6 

4.4 

2

3

4

5

Ｈ１９ 

(計画策定時) 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(ha) 

中間 

目標値 

（H23） 
3.9 

最終 

目標値 

（H25） 
4.0 

 

216．農用地の利用権設定面積  ＊成果を計る指標 

217．農地面積の推移（各年８月１日現在） 

130.6 129.9 125.4 

101.6  97.0  95.4  

8.6 8.4 8.2 

0

5

10

0

100

200

300

400

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

市街化調整区域内 市街化区域内 市域に占める割合 (ha) (%) 

232.2 226.9 220.8 

・農地面積…市内のすべての農地の総面積 

・市域に占める割合…農地面積／市域面積２,７０６ha 

・農地転用で宅地化されたことなどにより減少している 

・農用地の利用権…小作権の移動を伴わない農地の貸借契約。農地の貸し借りが容易にできるため、 

 農地の保全だけでなく、経営規模拡大を目指す農家と、高齢化等により経営規模を縮小せざるを 

 得ない農家の双方にとってメリットがある。 
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市民農園応募者数
中間目標値（Ｈ２３）
最終目標値（Ｈ２５）

（単位：ha）

市民農園用地面積

592 

614 

671 

570 

500

550

600

650

700

Ｈ１９ 

(計画策定時) 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(人) 

中間 

目標値 

（H23） 
600 

最終 

目標値 

（H25） 
600 

 

218．市民農園応募者数  ＊成果を計る指標 

219．市民農園用地面積 

2.8 
2.6 

2.8 

0

2

4

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

(ha) 
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平成21年度
平成22年度
平成23年度

220．予算額の推移（めざす成果４-２-２に係る事業費のみ） 

一般財源 
12,155 

一般財源 
19,325 

一般財源 
20,359 

その他 
114 

その他 
162 

その他 
147 

県支出金 
801 

県支出金 
824 

221．関係する個別計画 

計画等名称
策定年月

（予定年月）
計画期間
（始期）

計画期間
（終期）

主な内容や目的 計画の根拠 制定義務

大和市地球温暖化対策実行計画 H23.6 2008 2030
大和市の区域及び事務事業での温室効果ガス削
減に対する中長期目標の設定、及びその施策展
開を示し、低炭素都市の形成を推進する。

地球温暖化対策の推進に関
する法律

義務

大和市緑の基本計画 H22.4 H22 H30
都市計画区域内における緑地の保全や緑化の推
進に関する施策を総合的計画的に実施する。

都市緑地法 任意

大和市農業振興地域整備計画 H25.3 25 H29
農業振興地域や農用地を見直し新たな計画書を
作成して農業振興を図る。

農業振興地域の整備に関す
る法律

義務

大和市環境基本計画 H20.3 H20 H42
大和市環境を守り育てる基本条例に基づき、環
境保全等のための個別の施策を総合的かつ計画
的に推進する上での、よりどころとなるもの。

環境基本法
大和市環境を守り育てる基
本条例

義務

 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

 予算額 13,070 予算額 20,318 予算額 20,506 

予算額及び 

財源内訳 

(単位：千円) 

   

新たな 
取り組み等 

 ・市民農園用地につい
て、固定資産税減免か
ら、賃貸借契約による
使用料の支払いに変更
（一般財源の増） 

 

 

 

22ページ


